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様式第３号（第１４条関係） 

平成 26 年 2 月 13 日 

会 議 概 要 

審議会等の名称  平成 25年度 第 3回市川市社会教育委員会議 

開 催 日 時 平成 26年 2月 13日（木）14時 00分 ～ 16時 00分 

開 催 場 所 市川教育会館 多目的室 

出

席

者 

委  員 

古賀正一委員長、伊藤雅子副委員長、丸山賢治委員、清水輝和委員、ハリス

貴子委員、緒方紀子委員、天野敏男委員、原由美委員、田中幸太郎委員、滝

沢直樹委員、秋山忠彌委員、成田久江委員、谷本久生委員、千坂

行雄委員  

所 管 課 生涯学習振興課 

関 係 課 青少年育成課、社会教育課、自然学習課、中央図書館、考古博物館  

議題及び会議の概要 
公開・非公開 

の別 
非公開の場合の理由 

「学校支援実践講座」次年度の方向性について（議

事） 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

「市川市立図書館中期運営基本方針（仮称）」につ

いて（議事） 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

「第四次生涯学習推進計画」策定方針および「生涯

学習アンケート」ｅモニター調査結果について(報

告) 

公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 公開・非公開 
・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

傍聴者の人数 0人 

閲覧・交付資料 

・「学校支援実践講座」実施報告 

・図書館中期運営基本方針（仮称）資料 

・第四次推進計画策定方針資料および eモニ実施結果報告書 

特 記 事 項  

所 管 課 生涯学習部 生涯学習振興課（内線：4315） 

 

















 

図書館の運営の基本

情報拠点として市民の学びを支える図書館 

 様々な市民の学習要求に応えられる、 

          蔵書の収集と維持 

    蔵書の維持と更新 

 利用に応じた形態の資料の充実 

    効果的な蔵書管理 

    資料保存のための書庫の確保 

 図書館機能を活用した、 

      生涯学習機会の提供と充実 

    レファレンスサービスの充実 

   利用しやすい環境の整備 

  生涯学習機会の充実 

市内の関連機関とのネットワークの充実に 

     よる質の高いサービスの提供 

    ボランティアとの連携強化 

 大学図書館との連携と利用の促進 

   地域によるサービス格差の是正 

 子どもの成長をサポートする図書館 

 発達に応じた豊かな読書のための 

               環境整備 

    児童資料の充実 

    行事・情報の発信 

    レファレンス・読書相談 

    ヤングアダルトサービス 

    児童図書館員の資質の向上 

  

 公共図書館と学校とを結ぶ 

        ネットワーク事業の充実 

 

    調べ学習のサポート 

    学級文庫の整備 

 出張おはなし会・学級招待・職場体験 

 地域の文化を育み、 

    豊かなまちづくりを支える図書館 

 市川市の歴史・文化の保存と継承 

    地域資料の収集と提供 

    地域資料の保存 

    地域情報の積極的な発信 

 行政の情報拠点としての役割 
    行政情報の市民への提供 

    行政各課への情報発信 

(仮)市川市立図書館運営基本方針の策定について 

第 3 回 社会教育委員会議

市川市立図書館運営基本方針策定スケジュール

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

22年度 2523 302824 26 27 29

24年度の評価実施 25年度の評価実施

23～25年度の振り返り

と評価

教育振興基本計画

を受け策定
市川市立図書館中期計画(3ヶ年)

（仮）市川市立図書館運営基本方針見直し・策定

部分見直し
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はじめに

現状と課題

運営の基本

情報拠点として市民の学び
を支える図書館

子どもの成長をサポートす
る図書館

地域の文化を育み、豊かなま
ちづくりを支える図書館
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情報拠点として市民の学

びを支える図書館 

子どもの成長をサポート 

する図書館 

地域の文化を育み,豊かなま

ちづくりを支える図書館 

様々な市民の学習要求に応えられる

蔵書の収集と維持 

図書館機能を活用した、生涯学習機会

の提供と充実 

市内の関連機関とのネットワークの

充実による質の高いサービスの提供 

発達に応じた豊かな読書のための 

環境整備 

公共図書館と学校とを結ぶ 

ネットワーク事業の充実 

市川市の歴史・文化の保存と継承 

行政の情報拠点としての役割 

学びを支える図書館 

情報拠点としての図書館 

 

子どもの成長をサポート 

      する図書館 

地域の文化を育む図書館 

連携や協働で多様なサー

ビスを展開する図書館 

まちづくりを支える 

図書館 

身近に図書館が利用できるよう 

図書館ネットワークの整備 

様々な市民の学習要求に応えられる蔵

書の収集と維持 

ICタグによる蔵書管理 

レファレンスサービスの充実 

発達に応じた豊かな読書のための 

環境の整備 

教育センターや学校図書館との連携 

市川市の歴史・文化の保存と継承 

市民生活に必要な情報の取得と積極な

な発信 

市民ボランティアとの連携の強化と 

活動のバックアップ 

市内外の関係機関とのネットワークの

充実による質の高いサービスの提供 

議会図書室との連携 

市川市立図書館中期計画 （仮）市川市立図書館運営基本方針 旧⇔新  

第 3回社会教育委員会議 
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市川市立図書館運営基本方針(仮称 : 案) 

平成 26 年 1 月 
はじめに 

 
市川市の図書館は昭和 25 年に設置され、60 年を超える歴史を刻んでまいりました。昭

和 32 年には葛飾八幡宮境内に初めて独立した図書館が設置され、読書会の育成や独自の件

名配架、青少年を対象とした少年室など、先駆的かつ本格的な公立図書館サービスを開始

しました。その後、自動車図書館による巡回サービスや、行徳、信篤、南行徳の各図書館、

平田図書室の整備を経て、平成６年には市民の念願であった中央図書館が建設され、地域

図書館の支援や、新時代に対応する図書館サービスを展開してまいりました。平成 21 年に

は指定管理者制度を導入し、ＪＲ市川駅に直結する再開発ビル内に市川駅南口図書館を設

置しました。現在、本市においては、中央図書館を旗艦とした、6 館 1 室体制により図書館

サービスを運営しております。 
本市図書館は今日に至るまで、幅広い資料の収集と提供、子ども読書活動の推進、図書

館ネットワークの整備と拡充、レファレンスサービスの質的向上を図る一方、学校とのネ

ットワーク事業の実施、情報技術の活用等々、多彩な事業を積極的に展開し、全国的にも

高い利用状況にあります。しかし、社会環境の急速な変化に伴い、全国の図書館と共通す

る行政課題や本市独自の課題を抱えております。 
また、平成 20 年には図書館法の大改正が行われ、公共図書館の運営状況についての自己

評価とそれに基づく運営改善が努力義務化されました。それに伴い平成 24 年には図書館の

基本というべき「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が改正され文部科学省より告

示されたところです。それを受けて、本市においても図書館等の設置管理条例の中で図書

館業務の評価と公表を定めたことから、評価の根拠となる指針を示す必要があると考え、

これからの図書館運営の指針として、市川市の図書館の将来におけるあるべき姿を示す「市

川市立図書館運営基本方針」を策定し、社会の変化や新たな課題に即応した図書館運営を

進めてまいります。 
本方針は、本市図書館の理念を示すものとして策定し、未来に渡って本方針の下に運営

を行って参りますが、社会情勢の変化に応じ概ね 3 年ごとに見直しを図るものとします。 
 
 
 
 
 
 
 

第 3 回 社会教育委員会議 
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部名　担当課

所属長名

担当者名

2 アンケート名称

3
アンケート結果
の市政への反
映状況

※アンケート結果受領後、eモニ事務担当者へ送付してください。

※報告内容は、市川市公式Ｗｅｂサイトに公開いたします。

生涯学習に関するアンケート

　生涯学習について、「これから何かを学びたい」「今まで学んだ知識や技術を活かした
い」という方が76％を占めていることから、生涯学習への関心の高さが伺える。
　「学びたい」と回答した方の多くは、公民館や図書館、小中学校をはじめとした市の施設
での学習を希望しており、身近で気軽に学べる生涯学習を求めていることがわかる。この
ことから時間や距離等の制約で施設利用が困難な方に対しても、将来的にインターネット
を活用する等、学習機会の充実に努めていく必要がある。
　また生涯学習の知識を「どのように活かしたいか」という設問に対して、「地域活動やボ
ランティア」が47％、「他の人への生涯学習等の指導」が31％であることから、学んだ成果
を活かすことができるような場を地域社会で提供する等、人材育成と活用を同時に図るこ
とができるような「学習成果を活かす環境づくり」も必要であることが伺える。
　今回のアンケート結果を踏まえて、今後の市の生涯学習推進計画に反映させていく。

牛尾　進一

ｅ－モニターアンケート結果報告書

報告者1

℡　内４３１６

生涯学習振興課

山岸　裕朋
関江　貴史


